
- 1 - 

別紙  

桶川市税条例等の一部を改正する条例  

（桶川市税条例の一部改正）  

第１条  桶川市税条例（昭和３０年桶川市条例第５０号）の一部を次の

ように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の項及び号（以下「改正前の項及び号」

という。）の表示及びそれに対応する改正後の欄の項及び号（以

下「改正後の項及び号」という。）の表示に下線が引かれた場合

にあっては、当該改正前の項及び号を当該改正後の項及び号とす

る。  

(2) 次の表中、改正前の項及び号に対応する改正後の項及び号が存

在しない場合にあっては、当該改正前の項及び号を削る。  

(3) 次の表中、改正後の欄の項に対応する改正前の欄の項が存在し

ない場合にあっては、当該改正後の欄の項を加える。  

(4) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する

改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。ただし、第１号に掲

げる場合を除く。  

改正前  改正後  

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養

親族等申告書 ) 

第 38条の 3の 2 略  

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養

親族申告書 ) 

第 38条の 3の 2 略  

(3) 当該給与所得者が単身児童扶養者 

に該当する場合には、その旨  

(4)  略  

 

 

(3)  略  

(個人の市民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書 ) 

(個人の市民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族申告書 ) 

第 38条の 3の 3 所得税法第 203条の 6第 1項

の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者又は法の施行地

第 38条の 3の 3 所得税法第 203条の 6第 1項

の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者又は法の施行地
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において同項に規定する公的年金等 (所

得税法第 203条の 7の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。 )の支払を受ける者で

あつて、扶養親族 (控除対象扶養親族を

除く。 )を有する者若しくは単身児童扶

養者である者 (以下この条において「公

的年金等受給者」という。 )で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出の

際に経由すべき所得税法第 203条の 6第 1

項に規定する公的年金等の支払者 (以下

この条において「公的年金等支払者」と

いう。 )から毎年最初に公的年金等の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で

定めるところにより、次に掲げる事項を

記載した申告書を、当該公的年金等支払

者を経由して、市長に提出しなければな

らない。  

(3) 当該公的年金等受給者が単身児童 

扶養者に該当する場合には、その旨  

(4) 略  

において同項に規定する公的年金等 (所

得税法第 203条の 7の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的

年金等」という。 )の支払を受ける者で

あつて、扶養親族 (控除対象扶養親族を

除く。 )を有する者 (以下この条において

「公的年金等受給者」という。 )で市内

に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき所得税法第 203条の 6

第 1項に規定する公的年金等の支払者 (以

下この条において「公的年金等支払者」

という。 )から毎年最初に公的年金等の

支払を受ける日の前日までに、施行規則

で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した申告書を、当該公的年金等支

払者を経由して、市長に提出しなければ

ならない。  

 

 

 

(3) 略  

(法人の市民税の申告納付 ) (法人の市民税の申告納付 ) 

第 50条  略  

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若

しくは事業所を有する法人 (以下この条

において「内国法人」という。 )が、租

税特別措置法第 66条の 7第 4項及び第 10項

又は第 68条の 91第 4項及び第 10項の規定

の適用を受ける場合には、法第 321条の 8

第 24項及び令第 48条の 12の 2に規定する

ところにより、控除すべき額を前項の規

定により申告納付すべき法人税割額から

控除する。  

第 50条  略  

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若

しくは事業所を有する法人 (以下この条

において「内国法人」という。 )が、租

税特別措置法第 66条の 7第 5項及び第 11項

又は第 68条の 91第 4項及び第 10項の規定

の適用を受ける場合には、法第 321条の 8

第 24項及び令第 48条の 12の 2に規定する

ところにより、控除すべき額を前項の規

定により申告納付すべき法人税割額から

控除する。  

(固定資産税の納税義務者等 ) (固定資産税の納税義務者等 ) 
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第 58条  略  第 58条  略  

2 前項の所有者とは、土地又は家屋につ

いては、登記簿又は土地補充課税台帳若

しくは家屋補充課税台帳に所有者 (建物

の区分所有等に関する法律 (昭和 37年法

律第 69号 )第 2条第 3項の専用部分の属す

る家屋 (同法第 4条第 2項の規定により共

用部分とされた附属の建物を含む。 )に

ついては、当該家屋に係る同法第 2条第 2

項の区分所有者 (以下「区分所有者」と

いう。 )とする。以下固定資産税につい

て同様とする。 )として登記又は登録さ

れている者をいう。この場合において、

所有者として登記若しくは登録されてい

る個人が賦課期日前に死亡しているとき

若しくは所有者として登記又は登録され

て い る 法 人 が 同 日 前 に 消 滅 し て い る と

き、又は所有者として登記されている法

第 348条第 1項の者が同日前に所有者でな

くなつているときは、同日において当該

土地又は家屋を現に所有している者をい

う。  

2 前項の所有者とは、土地又は家屋につ

いては、登記簿又は土地補充課税台帳若

しくは家屋補充課税台帳に所有者 (建物

の区分所有等に関する法律 (昭和 37年法

律第 69号 )第 2条第 3項の専用部分の属す

る家屋 (同法第 4条第 2項の規定により共

用部分とされた附属の建物を含む。 )に

ついては、当該家屋に係る同法第 2条第 2

項の区分所有者 (以下「区分所有者」と

いう。 )とする。以下固定資産税につい

て同様とする。 )として登記又は登録が

さ れ て い る 者 を い う 。 こ の 場 合 に お い

て、所有者として登記若しくは登録がさ

れている個人が賦課期日前に死亡してい

るとき若しくは所有者として登記又は登

録がされている法人が同日前に消滅して

いるとき、又は所有者として登記されて

いる法第 348条第 1項の者が同日前に所有

者でなくなつているときは、同日におい

て当該土地又は家屋を現に所有している

者をいう。  

4 固定資産の所有者の所在が震災、風水

害、火災その他の事由によつて不明であ

る場合においては、その使用者をその所

有者とみなして、これを固定資産課税台

帳に登録し、その者に固定資産税を課す

る。  

4 固定資産の所有者の所在が震災、風水

害、火災その他の事由により不明である

場合には、その使用者をその所有者とみ

なして、固定資産課税台帳に登録し、そ

の 者 に 固 定 資 産 税 を 課 す る こ と が で き

る。この場合において、市は、当該登録

をしようとするときは、あらかじめ、そ

の旨を当該使用者に通知しなければなら

ない。  

5 土地区画整理法 (昭和 29年法律第 119号 )

による土地区画整理事業 (農住組合法 (昭

和 55年法律第 86号 )第 8条第 1項の規定に

5 土地区画整理法 (昭和 29年法律第 119号 )

による土地区画整理事業 (農住組合法 (昭

和 55年法律第 86号 )第 8条第 1項の規定に
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より土地区画整理法の規定が適用される

農住組合法第 7条第 1項第 1号の事業及び

密集市街地における防災街区の整備の促

進に関する法律 (平成 9年法律第 49号 )第

46条第 1項の規定により土地区画整理法

の規定が適用される密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律第 45

条第 1項第 1号の事業並びに大都市地域に

おける住宅及び住宅地の供給の促進に関

する特別措置法 (昭和 50年法律第 67号 )に

よる住宅街区整備事業を含む。以下この

項において同じ。 )又は土地改良法 (昭和

24年法律第 195号 )による土地改良事業の

施行に係る土地については、法令若しく

は 規 約 等 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 仮 換

地、一時利用地その他の仮に使用し、若

しくは収益することができる土地 (以下

こ の 項 に お い て 「 仮 換 地 等 」 と 総 称 す

る。 )の指定があつた場合又は土地区画

整理法による土地区画整理事業の施行者

が同法第 100条の 2(農住組合法第 8条第 1

項及び密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律第 46条第 1項にお

いて適用する場合並びに大都市地域にお

ける住宅及び住宅地の供給の促進に関す

る特別措置法第 83条において準用する場

合を含む。 )の規定によつて 管理する土

地で当該施行者以外の者が仮に使用する

もの (以下この項において「仮使用地」

という。 )がある場合においては、当該

仮換地等又は仮使用地について使用し、

又は収益することができることとなつた

日から換地処分の公告がある日又は換地

計画の認可の公告がある日までの間は、

より土地区画整理法の規定が適用される

農住組合法第 7条第 1項第 1号の事業及び

密集市街地における防災街区の整備の促

進に関する法律 (平成 9年法律第 49号 )第

46条第 1項の規定により土地区画整理法

の規定が適用される密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律第 45

条第 1項第 1号の事業並びに大都市地域に

おける住宅及び住宅地の供給の促進に関

する特別措置法 (昭和 50年法律第 67号 )に

よる住宅街区整備事業を含む。以下この

項において同じ。 )又は土地改良法 (昭和

24年法律第 195号 )による土地改良事業の

施行に係る土地については、法令若しく

は規約等の定めるところにより仮換地、

一時利用地その他の仮に使用し、若しく

は収益することができる土地 (以下この

項において「仮換地等」と総称する。 )

の指定があつた場合又は土地区画整理法

による土地区画整理事業の施行者が同法

第 100条の 2(農住組合法第 8条第 1項及び

密集市街地における防災街区の整備の促

進に関する法律第 46条第 1項において適

用する場合並びに大都市地域における住

宅及び住宅地の供給の促進に関する特別

措置法第 83条において準用する場合を含

む。 )の規定により管理する土地で当該

施行者以外の者が仮に使用するもの (以

下 こ の 項 に お い て 「 仮 使 用 地 」 と い

う。 )がある場合には、当該仮換地等又

は仮使用地について使用し、又は収益す

ることができることとなつた日から換地

処分の公告がある日又は換地計画の認可

の公告がある日までの間は、仮換地等に
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仮換地等にあつては当該仮換地等に対応

する従前の土地について登記簿又は土地

補充課税台帳に所有者として登記又は登

録されている者をもつて、仮使用地にあ

つては土地区画整理法による土地区画整

理事業の施行者以外の仮使用地の使用者

をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮

使用地に係る第 1項の所有者とみなし、

換地処分の公告があつた日又は換地計画

の認可の公告があつた日から換地又は保

留地を取得した者が登記簿に当該換地又

は保留地に係る所有者として登記される

日までの間は、当該換地又は保留地を取

得した者をもつて当該換地又は保留地に

係る同項の所有者とみなす。  

あつては当該仮換地等に対応する従前の

土地について登記簿又は土地補充課税台

帳に所有者として登記又は登録がされて

いる者をもつて、仮使用地にあつては土

地区画整理法による土地区画整理事業の

施 行 者 以 外 の 仮 使 用 地 の 使 用 者 を も つ

て、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地

に係る第 1項の所有者とみなし、換地処

分の公告があつた日又は換地計画の認可

の公告があつた日から換地又は保留地を

取得した者が登記簿に当該換地又は保留

地に係る所有者として登記される日まで

の間は、当該換地又は保留地を取得した

者をもつて当該換地又は保留地に係る同

項の所有者とみなすことができる。  

6 公有水面埋立法 (大正 10年法律第 57号 )

第 23条第 1項の規定によつて 使用する埋

立地若しくは干拓地 (以下この項におい

て「埋立地等」という。 )又は国が埋立

て若しくは干拓によつて造成する埋立地

等 (同法第 42条第 2項の規定による竣功通

知前の埋立地等に限る。以下この項にお

いて同じ。 )で工作物を設置し、その他

土地を使用する場合と同様の状態で使用

されているもの (埋立て又は干拓に関す

る工事に関して使用されているものを除

く。 )については、これらの埋立地等を

もつて土地とみなし、これらの埋立地等

のうち、都道府県、市町村、特別区、こ

れらの組合、財産区及び合併特例区 (以

下 こ の 項 に お い て 「 都 道 府 県 等 」 と い

う。 )以外の者が同法第 23条第 1項の規定

によつて使用する埋立地等にあつては、

当該埋立地等を使用する者をもつて当該

6 公有水面埋立法 (大正 10年法律第 57号 )

第 23条第 1項の規定により使用する埋立

地若しくは干拓地 (以下この項において

「埋立地等」という。 )又は国が埋立て

若 し く は 干 拓 に よ り 造 成 す る 埋 立 地 等

(同法第 42条第 2項の規定による竣功通知

前の埋立地等に限る。以下この項におい

て同じ。 )で工作物を設置し、その他土

地を使用する場合と同様の状態で使用さ

れているもの (埋立て又は干拓に関する

工 事 に 関 し て 使 用 さ れ て い る も の を 除

く。 )については、これらの埋立地等を

もつて土地とみなし、これらの埋立地等

のうち、都道府県、市町村、特別区、こ

れらの組合、財産区及び合併特例区 (以

下 こ の 項 に お い て 「 都 道 府 県 等 」 と い

う。 )以外の者が同法第 23条第 1項の規定

により使用する埋立地等にあつては、当

該埋立地等を使用する者をもつて当該埋
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埋 立 地 等 に 係 る 第 1項 の 所 有 者 と み な

し、都道府県等が同条第 1項の規定によ

つて使用し、又は国が埋立て若しくは干

拓 に よ つ て 造 成 す る 埋 立 地 等 に あ つ て

は、都道府県等又は国が当該埋立地等を

都道府県等又は国以外の者に使用させて

いる場合に限り、当該埋立地等を使用す

る者 (土地改良法第 87条の 2第 1項の規定

により国又は都道府県が行う同項第 1号

の事業により造成された埋立地等を使用

する者で令第 49条の 2に規定するものを

除く。 )をもつて当該埋立地等に係る第 1

項の所有者とみなす。  

立地等に係る第 1項の所有者とみなし、

都道府県等が同条第 1項の規定により使

用し、又は国が埋立て若しくは干拓によ

り造成する埋立地等にあつては、都道府

県等又は国が当該埋立地等を都道府県等

又は国以外の者に使用させている場合に

限り、当該埋立地等を使用する者 (土地

改良法第 87条の 2第 1項の規定により国又

は都道府県が行う同項第 1号の事業によ

り造成された埋立地等を使用する者で令

第 49条の 3に規定するものを除く。 )をも

つて当該埋立地等に係る第 1項の所有者

とみなすことができる。  

(固定資産税の課税標準 ) (固定資産税の課税標準 ) 

第 65条  略  第 65条  略  

9 住宅用地 (法第 349条の 3の 2第 1項に規定

する住宅用地をいう。以下この条及び第

78条において同じ。 )に対して課する固

定資産税の課税標準は、第 1項から第 6項

まで及び法第 349条の 3第 12項の規定にか

かわらず、当該住宅用地に係る固定資産

税の課税標準となるべき価格の 3分の 1の

額とする。  

9 住宅用地 (法第 349条の 3の 2第 1項に規定

する住宅用地をいう。以下この条及び第

78条において同じ。 )に対して課する固

定資産税の課税標準は、第 1項から第 6項

まで及び法第 349条の 3第 11項の規定にか

かわらず、当該住宅用地に係る固定資産

税の課税標準となるべき価格の 3分の 1の

額とする。  

10 小規模住宅用地 (法第 349条の 3の 2第 2

項に規定する小規模住宅用地をいう。以

下この項において同じ。 )に対して課す

る固定資産税の課税標準は、第 1項から

第 6項まで及び前項並びに法第 349条の 3

第 12項の規定にかかわらず、当該小規模

住宅用地に係る固定資産税の課税標準と

なるべき価格の 6分の 1の額とする。  

10 小規模住宅用地 (法第 349条の 3の 2第 2

項に規定する小規模住宅用地をいう。以

下この項において同じ。 )に対して課す

る固定資産税の課税標準は、第 1項から

第 6項まで及び前項並びに法第 349条の 3

第 11項の規定にかかわらず、当該小規模

住宅用地に係る固定資産税の課税標準と

なるべき価格の 6分の 1の額とする。  

(法第 349条の 3第 28項等の条例で定める

割合 ) 

(法第 349条の 3第 27項等の条例で定める

割合 ) 

第 65条の 2 法第 349条の 3第 28項に規定す 第 65条の 2 法第 349条の 3第 27項に規定す
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る市町村の条例で定める割合は 2分の 1と

する。  

る市町村の条例で定める割合は 2分の 1と

する。  

2 法第 349条の 3第 29項に規定する市町村

の条例で定める割合は 2分の 1とする。  

2 法第 349条の 3第 28項に規定する市町村

の条例で定める割合は 2分の 1とする。  

3 法第 349条の 3第 30項に規定する市町村

の条例で定める割合は 2分の 1とする。  

3 法第 349条の 3第 29項に規定する市町村

の条例で定める割合は 2分の 1とする。  

(固定資産に係る不申告に関する過料 ) (固定資産に係る不申告に関する過料 ) 

第 79条  固定資産の所有者 (法第 386条に規

定する固定資産の所有者をいう。 )が第

78条又は法第 383条の規定によつて 申告

すべき事項について、正当な事由がなく

て申告をしなかつた場合においては、そ

の者に対し 10万円以下の過料を科する。  

第 79条  固定資産の所有者 (法第 386条に規

定する固定資産の所有者をいう。 )が第

78条又は法第 383条の規定により 申告す

べき事項について、正当な事由がなくて

申告をしなかつた場合には、その者に対

し 10万円以下の過料を科する。  

 (たばこ税の課税免除 )  (たばこ税の課税免除 ) 

第 102条  略  第 102条  略  

2 前項 (法第 469条第 1項第 1号又は第 2号に

係る部分に限る。 )の規定は、卸売販売

業者等が、同条第 1項第 1号又は第 2号に

掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に

ついて、第 104条第 1項又は第 2項の規定

による申告書に前項 (法第 469条第 1項第 1

号又は第 2号に係る部分に限る。 )の適用

を受けようとする製造たばこに係るたば

こ税額を記載し、かつ、施行規則第 16条

の 2の 3第 1項に規定する書類を保存して

いる場合に限り、適用する。  

2  前項の規定は、卸売販売業者等が市長

に施行規則第 16条の 2の 3に規定する書類

を提出しない場合には、適用しない。  

3 第 1項 (法第 469条第 1項第 3号又は第 4号

に係る部分に限る。 )の規定は、卸売販

売業者等が市長に施行規則第 16条の 2の 3

第 2項に規定する書類を提出している場

合に限り、適用する。  

3 略  4 略  

 (たばこ税の申告納付の手続 )  (たばこ税の申告納付の手続 ) 

第 104条  前条の規定によつてたばこ税を 第 104条  前条の規定によつてたばこ税を
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申告納付すべき者 (以下この節において

「申告納税者」という。 )は、毎月末日

までに、前月の初日から末日までの間に

おける売渡し等に係る製造たばこの品目

ごとの課税標準たる本数の合計数 (以下

こ の 節 に お い て 「 課 税 標 準 数 量 」 と い

う。 )及び当該課税標準数量に対するた

ばこ税額、第 102条第 1項の規定により免

除を受けようとする場合にあつては同項

の適用を受けようとする製造たばこに係

るたばこ税額並びに次条第 1項の規定に

より控除を受けようとする場合にあつて

は同項の適用を受けようとするたばこ税

額その他必要な事項を記載した施行規則

第 34号の 2様式による申告書を市長に提

出し、及びその申告に係る税金を施行規

則第 34号の 2の 5様式による納付書によつ

て納付しなければならない。この場合に

おいて、当該申告書には、第 102条第 2項

に規定する書類及び次条第 1項の返還に

係る製造たばこの品目ごとの数量につい

ての明細を記載した施行規則第 16号の 5

様式による書類を添付しなければならな

い。  

申告納付すべき者 (以下この節において

「申告納税者」という。 )は、毎月末日

までに、前月の初日から末日までの間に

おける売渡し等に係る製造たばこの品目

ごとの課税標準たる本数の合計数 (以下

こ の 節 に お い て 「 課 税 標 準 数 量 」 と い

う。 )及び当該課税標準数量に対するた

ばこ税額、第 102条第 1項の規定により免

除を受けようとする場合にあつては同項

の適用を受けようとする製造たばこに係

るたばこ税額並びに次条第 1項の規定に

より控除を受けようとする場合にあつて

は同項の適用を受けようとするたばこ税

額その他必要な事項を記載した施行規則

第 34号の 2様式による申告書を市長に提

出し、及びその申告に係る税金を施行規

則第 34号の 2の 5様式による納付書によつ

て納付しなければならない。この場合に

おいて、当該申告書には、第 102条第 3項

に規定する書類及び次条第 1項の返還に

係る製造たばこの品目ごとの数量につい

ての明細を記載した施行規則第 16号の 5

様式による書類を添付しなければならな

い。  

附  則  附  則  

 (肉用牛の売却による事業所得に係る市

民税の課税の特例 ) 

 (肉用牛の売却による事業所得に係る市

民税の課税の特例 ) 

第 8条  昭和 57年度から令和 3年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第

6条第 4項に規定する場合において、第 38

条の 2第 1項の規定による申告書 (その提

出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第 38条の 3第 1項

第 8条  昭和 57年度から令和 6年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第

6条第 4項に規定する場合において、第 38

条の 2第 1項の規定による申告書 (その提

出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第 38条の 3第 1項
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の 確 定 申 告 書 を 含 む 。 次 項 に お い て 同

じ。 )に肉用牛の売却に係る租税特別措

置法第 25条第 1項に規定する事業所得の

明細に関する事項の記載があるとき (こ

れらの申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認

めるときを含む。次項において同じ。 )

は、当該事業所得に係る市民税の所得割

の額を免除する。  

の 確 定 申 告 書 を 含 む 。 次 項 に お い て 同

じ。 )に肉用牛の売却に係る租税特別措

置法第 25条第 1項に規定する事業所得の

明細に関する事項の記載があるとき (こ

れらの申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認

めるときを含む。次項において同じ。 )

は、当該事業所得に係る市民税の所得割

の額を免除する。  

 (読替規定 )  (読替規定 ) 

第 10条  法附則第 15条から第 15条の 3の 2ま

での規定の適用がある各年度分の固定資

産税に限り、第 65条第 8項中「又は第 349

条の 3の 4から第 349条の 5まで」とあるの

は、「若しくは第 349条の 3の 4から第 349

条の 5まで又は法附則 第 15条から第 15条

の 3の 2まで」とする。  

第 10条  法附則第 15条から第 15条の 3の 2ま

での規定の適用がある各年度分の固定資

産税に限り、第 65条第 8項中「又は第 349

条の 3の 4から第 349条の 5まで」とあるの

は、「若しくは第 349条の 3の 4から第 349

条の 5まで又は附則第 15条から第 15条の 3

の 2まで」とする。  

 (法附則第 15条第 2項第 1号等の条例で定

める割合 ) 

 (法附則第 15条第 2項第 1号等の条例で定

める割合 ) 

第 10条の 2 略  第 10条の 2 略  

2  法附則第 15条第 2項第 2号に規定する市

町 村 の 条 例 で 定 め る 割 合 は 2分 の 1と す

る。  

 

3  法附則第 15条第 2項第 6号に規定する市

町 村 の 条 例 で 定 め る 割 合 は 4分 の 3と す

る。  

2  法附則第 15条第 2項第 5号に規定する市

町 村 の 条 例 で 定 め る 割 合 は 4分 の 3と す

る。  

4 略  3 略  

5 略  4 略  

6 法附則第 15条第 33項第 1号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は 3分の 2とする。  

5 法附則第 15条第 30項第 1号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は 3分の 2とする。  

7 法附則第 15条第 33項第 1号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は 3分の 2とする。  

6 法附則第 15条第 30項第 1号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は 3分の 2とする。  
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8 法附則第 15条第 33項第 1号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村で定

める割合は 3分の 2とする。  

 

9 法附則第 15条第 33項第 1号ニに規定する

設備について同号に規定する市町村で定

める割合は 3分の 2とする。  

7 法附則第 15条第 30項第 1号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は 3分の 2とする。  

10  法附則第 15条第 33項第 1号ホに規定す

る設備について同号に規定する市町村で

定める割合は 3分の 2とする。  

8 法附則第 15条第 30項第 1号ニに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は 3分の 2とする。  

11  法附則第 15条第 33項第 2号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村で

定める割合は 4分の 3とする。  

9 法附則第 15条第 30項第 2号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は 4分の 3とする。  

12  法附則第 15条第 33項第 2号ロに規定す

る設備について同号に規定する市町村で

定める割合は 4分の 3とする。  

10  法附則第 15条第 30項第 2号ロに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は 4分の 3とする。  

 11  法附則第 15条第 30項第 2号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は 4分の 3とする。  

13  法附則第 15条第 33項第 3号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は 2分の 1とする。  

12  法附則第 15条第 30項第 3号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は 2分の 1とする。  

14  法附則第 15条第 33項第 3号ロに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は 2分の 1とする。  

13  法附則第 15条第 30項第 3号ロに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は 2分の 1とする。  

15  法附則第 15条第 33項第 3号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は 2分の 1とする。  

14  法附則第 15条第 30項第 3号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は 2分の 1とする。  

16 法附則第 15条第 38項に規定する市町村

の条例で定める割合は 3分の 2とする。  

15 法附則第 15条第 34項に規定する市町村

の条例で定める割合は 3分の 2とする。  

17 法附則第 15条第 40項に規定する市町村

の条例で定める割合は 5分の 4とする。  

 

18 法附則第 15条第 44項に規定する市町村

の条例で定める割合は 2分の 1とする。  

16 法附則第 15条第 38項に規定する市町村

の条例で定める割合は 2分の 1とする。  

19 法附則第 15条第 45項に規定する市町村 17 法附則第 15条第 39項に規定する市町村
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の条例で定める割合は 3分の 2とする。  の条例で定める割合は 3分の 2とする。  

20 法附則第 15条第 47項に規定する市町村

の条例で定める割合は 0とする。  

18 法附則第 15条第 41項に規定する市町村

の条例で定める割合は 0とする。  

21 略  19 略  

 (宅地等に対して課する平成 30年度から

令和 2年度までの各年度分の固定資産税

の特例 ) 

(宅地等に対して課する平成 30年度から

令和 2年度までの各年度分の固定資産税

の特例 ) 

第 12条  宅地等に係る平成 30年度から令和

2年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税額が、当該宅地等の当該年度分の

固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額に、当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格 (当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第 349条の 3の 2の規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当

該 価 格 に 同 条 に 定 め る 率 を 乗 じ て 得 た

額。以下この条において同じ。 )に 100分

の 5を乗じて得た額を加算した額 (当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について

法第 349条の 3又は法附則第 15条から第 15

条の 3までの規定の適用を受ける宅地等

であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額 )を当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定

資産税額 (以下「宅地等調整固定資産税

額」という。 )を超える場合には、当該

宅地等調整固定資産税額とする。  

第 12条  宅地等に係る平成 30年度から令和

2年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税額が、当該宅地等の当該年度分の

固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額に、当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格 (当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第 349条の 3の 2の規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当

該 価 格 に 同 条 に 定 め る 率 を 乗 じ て 得 た

額。以下この条において同じ。 )に 100分

の 5を乗じて得た額を加算した額 (当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について

法第 349条の 3又は附則第 15条から第 15条

の 3までの規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額 )を当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資

産 税 額 (以 下 「 宅 地 等 調 整 固 定 資 産 税

額」という。 )を超える場合には、当該

宅地等調整固定資産税額とする。  

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に

係る平成 30年度から令和 2年度までの各

年度分の宅地等調整固定資産税額は、当

該宅地等調整固定資産税額が、当該商業

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に

係る平成 30年度から令和 2年度までの各

年度分の宅地等調整固定資産税額は、当

該宅地等調整固定資産税額が、当該商業
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地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき価格に 10分の 6を乗じ

て得た額 (当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第 349条の 3又は法

附則第 15条から第 15条の 3までの規定の

適用を受ける商業地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額 )を当該商業地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額を超え

る場合には、同項の規定にかかわらず、

当該固定資産税額とする。  

地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき価格に 10分の 6を乗じ

て得た額 (当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第 349条の 3又は附

則第 15条から第 15条の 3までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額 )を当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額を超える

場合には、同項の規定にかかわらず、当

該固定資産税額とする。  

3 第 1項の規定の適用を受ける宅地等に係

る平成 30年度から令和 2年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該

宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に 10分の 2を乗じて得

た額 (当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第 349条の 3又は法附則第

15条から第 15条の 3までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額 )

を当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額に満たない場合に

は、同項の規定にかかわらず、当該固定

資産税額とする。  

3 第 1項の規定の適用を受ける宅地等に係

る平成 30年度から令和 2年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該

宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に 10分の 2を乗じて得

た額 (当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第 349条の 3又は附則第 15

条から第 15条の 3までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額 )を

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合に

お け る 固 定 資 産 税 額 に 満 た な い 場 合 に

は、同項の規定にかかわらず、当該固定

資産税額とする。  

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が 0.6以上 0.7以下のものに

係る平成 30年度から令和 2年度までの各

年度分の固定資産税の額は、第 1項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年

度分の固定資産税に係る前年度分の固定

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が 0.6以上 0.7以下のものに

係る平成 30年度から令和 2年度までの各

年度分の固定資産税の額は、第 1項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年

度分の固定資産税に係る前年度分の固定
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資産税の課税標準額 (当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第 349

条の 3又は法附則第 15条から第 15条の 3ま

での規定の適用を受ける商業地等である

ときは、前年度分の固定資産税の課税標

準額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額 )を当該商業地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額

と し た 場 合 に お け る 固 定 資 産 税 額 と す

る。  

資産税の課税標準額 (当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第 349

条の 3又は附則第 15条から第 15条の 3まで

の規定の適用を受ける商業地等であると

きは、前年度分の固定資産税の課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額 )を当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額とする。  

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が 0.7を超えるものに係る

平成 30年度から令和 2年度までの各年度

分の固定資産税の額は、第 1項の規定に

かかわらず、当該商業地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき

価格に 10分の 7を乗じて得た額 (当該商業

地等が当該年度分の固定資産税について

法第 349条の 3又は法附則第 15条から第 15

条の 3までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額 )を当該商業

地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額とする。  

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が 0.7を超えるものに係る

平成 30年度から令和 2年度までの各年度

分の固定資産税の額は、第 1項の規定に

かかわらず、当該商業地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき

価格に 10分の 7を乗じて得た額 (当該商業

地等が当該年度分の固定資産税について

法第 349条の 3又は附則第 15条から第 15条

の 3までの規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額 )を当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固

定資産税額とする。  

 (農地に対して課する平成 30年度から令

和 2年度までの各年度分の固定資産税の

特例 ) 

(農地に対して課する平成 30年度から令

和 2年度までの各年度分の固定資産税の

特例 ) 

第 13条  農地に係る平成 30年度から令和 2

年 度 ま で の 各 年 度 分 の 固 定 資 産 税 の 額

は、当該農地に係る当該年度分の固定資

産税額が、当該農地に係る当該年度分の

固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額 (当該農地が当該年度分の

第 13条  農地に係る平成 30年度から令和 2

年 度 ま で の 各 年 度 分 の 固 定 資 産 税 の 額

は、当該農地に係る当該年度分の固定資

産税額が、当該農地に係る当該年度分の

固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額 (当該農地が当該年度分の
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固定資産税について法第 349条の 3又は法

附則第 15条から第 15条の 3までの規定の

適用を受ける農地であるときは、当該課

税標準額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額 )に、当該農地の当該年度の

次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に

応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を

乗じて得た額を当該農地に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額 (以下

「農地調整固定資産税額」という。 )を

超える場合には、当該農地調整固定資産

税額とする。  

固定資産税について法第 349条の 3又は附

則第 15条から第 15条の 3までの規定の適

用を受ける農地であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額 )に、当該農地の当該年度の次

の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応

じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗

じて得た額を当該農地に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額と

し た 場 合 に お け る 固 定 資 産 税 額 (以 下

「農地調整固定資産税額」という。 )を

超える場合には、当該農地調整固定資産

税額とする。  

第 13条の 3  市街化区域農地に係る平成 30

年度から令和 2年度までの各年度分の固

定資産税の額は、前条の規定により算定

した当該市街化区域農地に係る当該年度

分の固定資産税額が、当該市街化区域農

地の当該年度分の固定資産税に係る前年

度分の固定資産税の課税標準額に、当該

市街化区域農地に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格の 3分

の 1の額に 100分の 5を乗じて得た額を加

算した額 (当該市街化区域農地が当該年

度分の固定資産税について法第 349条の 3

又は法附則第 15条から第 15条の 3までの

規定の適用を受ける市街化区域農地であ

るときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額 )を当該市街化区域

農地に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額 (以下「市街化区域農地調

整固定資産税額」という。 )を超える場

合には、当該市街化区域農地調整固定資

第 13条の 3  市街化区域農地に係る平成 30

年度から令和 2年度までの各年度分の固

定資産税の額は、前条の規定により算定

した当該市街化区域農地に係る当該年度

分の固定資産税額が、当該市街化区域農

地の当該年度分の固定資産税に係る前年

度分の固定資産税の課税標準額に、当該

市街化区域農地に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格の 3分

の 1の額に 100分の 5を乗じて得た額を加

算した額 (当該市街化区域農地が当該年

度分の固定資産税について法第 349条の 3

又は附則第 15条から第 15条の 3までの規

定の適用を受ける市街化区域農地である

ときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額 )を当該市街化区域農

地に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固

定資産税額 (以下「市街化区域農地調整

固定資産税額」という。 )を超える場合

には、当該市街化区域農地調整固定資産
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産税額とする。  税額とする。  

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域

農地に係る平成 30年度から令和 2年度ま

での各年度分の市街化区域農地調整固定

資産税額は、当該市街化区域農地調整固

定資産税額が、当該市街化区域農地に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格の 3分の 1の額に 10分の 2を

乗じて得た額 (当該市街化区域農地が当

該年度分の固定資産税について法第 349

条の 3又は法附則第 15条から第 15条の 3ま

での規定の適用を受ける市街化区域農地

であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額 )を当該市街化

区域農地に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額に満たない場合には、

同項の規定にかかわらず、当該固定資産

税額とする。  

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域

農地に係る平成 30年度から令和 2年度ま

での各年度分の市街化区域農地調整固定

資産税額は、当該市街化区域農地調整固

定資産税額が、当該市街化区域農地に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格の 3分の 1の額に 10分の 2を

乗じて得た額 (当該市街化区域農地が当

該年度分の固定資産税について法第 349

条の 3又は附則第 15条から第 15条の 3まで

の規定の適用を受ける市街化区域農地で

あるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額 )を当該市街化区

域農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額に満たない場合には、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税

額とする。  

 (特別土地保有税の課税の特例 )  (特別土地保有税の課税の特例 ) 

第 15条  附則第 12条第 1項から第 5項までの

規定の適用がある宅地等 (附則第 11条第 2

号に掲げる宅地等をいうものとし、法第

349条の 3、第 349条の 3の 2又は法附則第

15条から第 15条の 3までの規定の適用が

ある宅地等を除く。 )に対して課する平

成 30年度から令和 2年度までの各年度分

の特別土地保有税については、第 134条

第 1号及び第 137条の 5中「当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格」

とあるのは、「当該年度分の固定資産税

に係る附則第 12条第 1項から第 5項までに

規 定 す る 課 税 標 準 と な る べ き 額 」 と す

る。  

第 15条  附則第 12条第 1項から第 5項までの

規定の適用がある宅地等 (附則第 11条第 2

号に掲げる宅地等をいうものとし、法第

349条の 3、第 349条の 3の 2又は附則第 15

条から第 15条の 3までの規定の適用があ

る宅地等を除く。 )に対して課する平成

30年度から令和 2年度までの各年度分の

特別土地保有税については、第 134条第 1

号及び第 137条の 5中「当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格」とあ

るのは、「当該年度分の固定資産税に係

る附則第 12条第 1項から第 5項までに規定

する課税標準となるべき額」とする。  
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 (優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民

税の課税の特例 ) 

(優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民

税の課税の特例 ) 

第 17条の 2 昭和 63年度から令和 2年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第 1項に

規 定 す る 譲 渡 所 得 の 基 因 と な る 土 地 等

(租税特別措置法第 31条第 1項に規定する

土 地 等 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。 )の 譲 渡 (同 項 に 規 定 す る 譲 渡 を い

う。以下この条において同じ。 )をした

場合において、当該譲渡が優良住宅地等

のための譲渡 (法附則第 34条の 2第 1項に

規定する優良住宅地等のための譲渡をい

う。 )に該当するときにおける前条第 1項

に規定する譲渡所得 (次条の規定の適用

を受ける譲渡所得を除く。次項において

同じ。 )に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する市民税の所得割の額は、前

条第 1項の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める金額に相当する額とする。  

第 17条の 2 昭和 63年度から令和 5年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第 1項に

規 定 す る 譲 渡 所 得 の 基 因 と な る 土 地 等

(租税特別措置法第 31条第 1項に規定する

土 地 等 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。 )の 譲 渡 (同 項 に 規 定 す る 譲 渡 を い

う。以下この条において同じ。 )をした

場合において、当該譲渡が優良住宅地等

のための譲渡 (法附則第 34条の 2第 1項に

規定する優良住宅地等のための譲渡をい

う。 )に該当するときにおける前条第 1項

に規定する譲渡所得 (次条の規定の適用

を受ける譲渡所得を除く。次項において

同じ。 )に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する市民税の所得割の額は、前

条第 1項の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める金額に相当する額とする。  

2 前項の規定は、昭和 63年度から令和 2年

度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第 1項に規定する譲渡所得の基因となる

土地等の譲渡をした場合において、当該

譲渡が確定優良住宅地等予定地のための

譲渡 (法附則第 34条の 2第 5項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲渡を

いう。以下この項において同じ。 )に該

当するときにおける前条第 1項に規定す

る譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額

に対して課する市民税の所得割について

2 前項の規定は、昭和 63年度から令和 5年

度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第 1項に規定する譲渡所得の基因となる

土地等の譲渡をした場合において、当該

譲渡が確定優良住宅地等予定地のための

譲渡 (法附則第 34条の 2第 5項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲渡を

いう。以下この項において同じ。 )に該

当するときにおける前条第 1項に規定す

る譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額

に対して課する市民税の所得割について
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準用する。この場合において、当該譲渡

が法附則第 34条の 2第 10項の規定に該当

することとなるときは、当該譲渡は確定

優良住宅地等予定地のための譲渡ではな

かつたものとみなす。  

準用する。この場合において、当該譲渡

が法附則第 34条の 2第 10項の規定に該当

することとなるときは、当該譲渡は確定

優良住宅地等予定地のための譲渡ではな

かつたものとみなす。  

  

（桶川市都市計画税条例の一部改正）  

第２条  桶川市都市計画税条例（昭和４５年桶川市条例第４１号）の一

部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の項（以下「改正前の項」という。）の

表示及びそれに対応する改正後の欄の項（以下「改正後の項」と

いう。）の表示に下線が引かれた場合にあっては、当該改正前の

項を当該改正後の項とする。  

(2) 次の表中、改正前の項に対応する改正後の項が存在しない場合

にあっては、当該改正前の項を削る。  

(3) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する

改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。ただし、第１号に掲

げる場合を除く。  

改正前  改正後  

(納税義務者等 ) (納税義務者等 ) 

第 2条  略  第 2条  略  

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家

屋に係る固定資産税の課税標準となるべ

き価格 (法第 3 4 9条の 3第 1 0項から第 1 2項

まで、第 22項から第 24項まで、第 26項、

第 28項から第 31項まで、第 33項又は第 34

項の規定の適用を受ける土地又は家屋に

あつては、その価格にそれぞれ当該各項

に定める率を乗じて得た額 )をいい、前

項の「所有者」とは、当該土地又は家屋

に係る固定資産税について法第 3 4 3条に

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家

屋に係る固定資産税の課税標準となるべ

き価格 (法第 349条の 3第 9項から第 11項ま

で、第 21項から第 23項まで、第 25項、第

27項から第 30項まで、第 32項又は第 33項

の規定の適用を受ける土地又は家屋にあ

つては、その価格にそれぞれ当該各項に

定める率を乗じて得た額 )をいい、前項

の「所有者」とは、当該土地又は家屋に

係る固定資産税について法第 34 3条にお
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おいて所有者又は所有者とみなされる者

をいう。  

いて所有者又は所有者とみなされる者を

いう。  

附  則  附  則  

(法附則第 1 5条第 4 0項の条例で定める割

合 ) 

3 法附則第 15条第 40項に規定する市町村

の条例で定める割合は 5分の 4とする。  

 

(法附則第 1 5条第 4 4項の条例で定める割

合 ) 

(法附則第 1 5条第 3 8項の条例で定める割

合 ) 

4 法附則第 15条第 44項に規定する市町村

の条例で定める割合は 2分の 1とする。  

3 法附則第 15条第 38項に規定する市町村

の条例で定める割合は 2分の 1とする。  

(法附則第 1 5条第 4 5項の条例で定める割

合 ) 

(法附則第 1 5条第 3 9項の条例で定める割

合 ) 

5 法附則第 15条第 45項に規定する市町村

の条例で定める割合は 3分の 2とする。  

4 法附則第 15条第 39項に規定する市町村

の条例で定める割合は 3分の 2とする。  

6 略  5 略  

(宅地等に対して課する平成 3 0年度から

平成 32年度までの各年度分の都市計画税

の特例 ) 

(宅地等に対して課する平成 3 0年度から

令和 2年度までの各年度分の都市計画税

の特例 ) 

7 宅地等に係る平成 30年度から平成 32年

度までの各年度分の都市計画税の額は、

当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税額が、当該宅地等の当該年度分の都市

計画税に係る前年度分の都市計画税の課

税標準額に、当該宅地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき価

格 (当該宅地等が当該年度分の都市計画

税について法第 702条の 3の規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該価格に

同条に定める率を乗じて得た額。以下同

じ。 )に 1 0 0分の 5を乗じて得た額を加算

した額 (当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第 3 49条の 3 (第 1 9項を

除く。 )又は法附則第 15条から第 15条の 3

6 宅地等に係る平成 30年度から令和 2年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税

額が、当該宅地等の当該年度分の都市計

画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額に、当該宅地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価格

(当該宅地等が当該年度分の都市計画税

について法第 702条の 3の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同

条 に 定 め る 率 を 乗 じ て 得 た 額 。 以 下 同

じ。 )に 1 0 0分の 5を乗じて得た額を加算

した額 (当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第 3 49条の 3 (第 1 8項を

除く。 )又は附則第 15条から第 15条の 3ま
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までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額 )を当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき額とした場合における都市計画税

額 (以下「宅地等調整都市計画税額」と

いう。 )を超える場合には、当該宅地等

調整都市計画税額とする。  

での規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額 )を当該宅地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額

(以下「宅地等調整都市計画税額」とい

う。 )を超える場合には、当該宅地等調

整都市計画税額とする。  

8  前項の規定の適用を受ける商業地等に

係る平成 30年度から平成 32年度までの各

年度分の宅地等調整都市計画税額は、当

該宅地等調整都市計画税額が、当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に 1 0分の 6を乗じ

て得た額 (当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第 3 4 9条の 3 (第 1 9

項を除く。 )又は法附則第 1 5条から第 1 5

条の 3までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額 )を当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額を超える場合には、前項の

規定にかかわらず、当該都市計画税額と

する。  

7  前項の規定の適用を受ける商業地等に

係る平成 3 0年度から令和 2年度までの各

年度分の宅地等調整都市計画税額は、当

該宅地等調整都市計画税額が、当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に 1 0分の 6を乗じ

て得た額 (当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第 3 4 9条の 3 (第 1 8

項を除く。 )又は附則第 1 5条から第 1 5条

の 3までの規定の適用を受ける商業地等

であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額 )を当該商業地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都

市計画税額を超える場合には、前項の規

定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。  

9 附則第 7項の規定の適用を受ける宅地等

に係る平成 30年度から平成 32年度までの

各年度分の宅地等調整都市計画税額は、

当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に 1 0分の 2を乗じ

て得た額 (当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第 349条の 3 (第 1 9項

を除く。 )又は法附則第 1 5条から第 1 5条

8 附則第 6項の規定の適用を受ける宅地等

に係る平成 3 0年度から令和 2年度までの

各年度分の宅地等調整都市計画税額は、

当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に 1 0分の 2を乗じ

て得た額 (当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第 349条の 3 (第 1 8項

を除く。 )又は附則第 15条から第 15条の 3
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の 3までの規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額 )を当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき額とした場合における都市計

画税額に満たない場合には、附則第 7項

の規定にかかわらず、当該都市計画税額

とする。  

までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額 )を当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき額とした場合における都市計画税

額に満たない場合には、附則第 6項の規

定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。  

10 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が 0.6以上 0.7以下のものに

係る平成 30年度から平成 32年度までの各

年度分の都市計画税の額は、附則第 7項

の規定にかかわらず、当該商業地等の当

該年度分の都市計画税に係る前年度分の

都市計画税の課税標準額 (当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について法第

349条の 3(第 19項を除く。 )又は法附則第

1 5条から第 1 5条の 3までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額 )を当該商業地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額とす

る。  

9  商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が 0.6以上 0.7以下のものに

係る平成 3 0年度から令和 2年度までの各

年度分の都市計画税の額は、附則第 6項

の規定にかかわらず、当該商業地等の当

該年度分の都市計画税に係る前年度分の

都市計画税の課税標準額 (当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について法第

349条の 3(第 18項を除く。 )又は附則第 15

条から第 1 5条の 3までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該課税標

準額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額 )を当該商業地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき額

と し た 場 合 に お け る 都 市 計 画 税 額 と す

る。  

11 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が 0 . 7を超えるものに係る

平成 30年度から平成 32年度までの各年度

分の都市計画税の額は、附則第 7項の規

定にかかわらず、当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格に 10分の 7を乗じて得た額 (当該

商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第 349条の 3(第 19項を除く。 )又は

法附則第 1 5条から第 1 5条の 3までの規定

10 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が 0 . 7を超えるものに係る

平成 3 0年度から令和 2年度までの各年度

分の都市計画税の額は、附則第 6項の規

定にかかわらず、当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格に 10分の 7を乗じて得た額 (当該

商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第 349条の 3(第 18項を除く。 )又は

附則第 1 5条から第 1 5条の 3までの規定の
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の適用を受ける商業地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額 )を当該商業地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額とす

る。  

適用を受ける商業地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額 )を当該商業地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき額

と し た 場 合 に お け る 都 市 計 画 税 額 と す

る。  

(農地に対して課する平成 3 0年度から平

成 32年度までの各年度分の都市計画税の

特例 ) 

(農地に対して課する平成 3 0年度から令

和 2年度までの各年度分の都市計画税の

特例 ) 

12 農地に係る平成 30年度から平成 32年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当

該農地に係る当該年度分の都市計画税額

が、当該農地に係る当該年度分の都市計

画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額 (当該農地が当該年度分の固定資

産税について法第 3 4 9条の 3 (第 1 9項を除

く。 )又は法附則第 15条から第 15条の 3ま

での規定の適用を受ける農地であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額 )に、当該農地の

当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水

準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負

担調整率を乗じて得た額を当該農地に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画

税額 (以下「農地調整都市計画税額」と

いう。 )を超える場合には、当該農地調

整都市計画税額とする。  

11 農地に係る平成 3 0年度から令和 2年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当

該農地に係る当該年度分の都市計画税額

が、当該農地に係る当該年度分の都市計

画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額 (当該農地が当該年度分の固定資

産税について法第 3 4 9条の 3 (第 1 8項を除

く。 )又は附則第 15条から第 15条の 3まで

の 規 定 の 適 用 を 受 け る 農 地 で あ る と き

は、当該課税標準額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額 )に、当該農地の

当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水

準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負

担調整率を乗じて得た額を当該農地に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画

税額 (以下「農地調整都市計画税額」と

いう。 )を超える場合には、当該農地調

整都市計画税額とする。  

13 略  12 略  

14 市街化区域農地に係る平成 30年度から

平成 32年度までの各年度分の都市計画税

の額は、前項の規定により市税条例附則

第 1 3条の 2の規定の例により算定した当

該市街化区域農地に係る当該年度分の都

13 市街化区域農地に係る平成 30年度から

令和 2年度までの各年度分の都市計画税

の額は、前項の規定により市税条例附則

第 1 3条の 2の規定の例により算定した当

該市街化区域農地に係る当該年度分の都
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市計画税額が、当該市街化区域農地の当

該年度分の都市計画税に係る前年度分の

都市計画税の課税標準額に、当該市街化

区域農地に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格の 3分の 2の額

に 100分の 5を乗じて得た額を加算した額

(当該市街化区域農地が当該年度分の固

定資産税について法第 349条の 3 (第 1 9項

を除く。 )又は法附則第 1 5条から第 1 5条

の 3までの規定の適用を受ける市街化区

域農地であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額 )を当該

市街化区域農地に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額 (以下「市街化

区域農地調整都市計画税額」という。 )

を超える場合には、当該市街化区域農地

調整都市計画税額とする。  

市計画税額が、当該市街化区域農地の当

該年度分の都市計画税に係る前年度分の

都市計画税の課税標準額に、当該市街化

区域農地に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格の 3分の 2の額

に 100分の 5を乗じて得た額を加算した額

(当該市街化区域農地が当該年度分の固

定資産税について法第 349条の 3 (第 1 8項

を除く。 )又は附則第 15条から第 15条の 3

までの規定の適用を受ける市街化区域農

地であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額 )を当該市街

化区域農地に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額とした場合に

おける都市計画税額 (以下「市街化区域

農地調整都市計画税額」という。 )を超

える場合には、当該市街化区域農地調整

都市計画税額とする。  

15 前項の規定の適用を受ける市街化区域

農地に係る平成 30年度から平成 32年度ま

での各年度分の市街化区域農地調整都市

計画税額は、当該市街化区域農地調整都

市計画税額が、当該市街化区域農地に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき価格の 3分の 2の額に 1 0分の 2を

乗じて得た額 (当該市街化区域農地が当

該年度分の固定資産税について法第 3 4 9

条の 3 (第 1 9項を除く。 )又は法附則第 15

条から第 1 5条の 3までの規定の適用を受

ける市街化区域農地であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額 )を当該市街化区域農地に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き額とした場合における都市計画税額に

14 前項の規定の適用を受ける市街化区域

農地に係る平成 3 0年度から令和 2年度ま

での各年度分の市街化区域農地調整都市

計画税額は、当該市街化区域農地調整都

市計画税額が、当該市街化区域農地に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき価格の 3分の 2の額に 1 0分の 2を

乗じて得た額 (当該市街化区域農地が当

該年度分の固定資産税について法第 3 4 9

条の 3 (第 1 8項を除く。 )又は附則第 1 5条

から第 1 5条の 3までの規定の適用を受け

る市街化区域農地であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額 )を当該市街化区域農地に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額に満
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満たない場合には、前項の規定にかかわ

らず、当該都市計画税額とする。  

たない場合には、前項の規定にかかわら

ず、当該都市計画税額とする。  

16 略  15 略  

17 附則第 7項及び第 9項の「宅地等」とは

法附則第 17条第 2号に、附則第 7項及び第

10項の「前年度分の都市計画税の課税標

準額」とは法附則第 2 5条第 6項において

読み替えて準用される法附則第 1 8条第 6

項に、附則第 8項、第 1 0項及び第 1 1項の

「 商 業 地 等 」 と は 法 附 則 第 1 7条 第 4号

に、附則第 10項から第 12項までの「負担

水準」とは法附則第 1 7条第 8号ロに、附

則第 12項の「農地」とは法附則第 17条第

1号に、附則第 1 2項の「前年度分の都市

計画税の課税標準額」とは法附則第 26条

第 2項において読み替えて準用される法

附則第 18条第 6項に、附則第 13項から第 1

5項までの「市街化区域農地」とは法附

則第 19条の 2第 1項に、附則第 14項の「前

年度分の都市計画税の課税標準額」とは

法附則第 27条の 2第 3項において読み替え

て準用される法附則第 1 8条第 6項に規定

するところによる。  

16 附則第 6項及び第 8項の「宅地等」とは

法附則第 17条第 2号に、附則第 6項及び第

9項の「前年度分の都市計画税の課税標

準額」とは法附則第 2 5条第 6項において

読み替えて準用される法附則第 1 8条第 6

項 に 、 附 則 第 7項 、 第 9項 及 び 第 1 0項 の

「 商 業 地 等 」 と は 法 附 則 第 1 7条 第 4号

に、附則第 9項から第 1 1項までの「負担

水準」とは法附則第 1 7条第 8号ロに、附

則第 11項の「農地」とは法附則第 17条第

1号に、附則第 1 1項の「前年度分の都市

計画税の課税標準額」とは法附則第 26条

第 2項において読み替えて準用される法

附則第 18条第 6項に、附則第 12項から第 1

4項までの「市街化区域農地」とは法附

則第 19条の 2第 1項に、附則第 13項の「前

年度分の都市計画税の課税標準額」とは

法附則第 27条の 2第 3項において読み替え

て準用される法附則第 1 8条第 6項に規定

するところによる。  

1 8  法 附 則 第 1 5条 第 1項 、 第 1 3項 、 第 1 8

項、第 19項、第 21項から第 25項まで、第

2 7項、第 2 8項 、第 3 2項、 第 3 6項、 第 4 0

項、第 43項から第 45項まで若しくは第 48

項から第 50項まで、第 15条の 2第 2項又は

第 1 5条の 3の規定の適用がある各年度分

の都市計画税に限り、第 2条第 2項中「又

は第 34項」とあるのは「若しくは第 34項

又は法附則第 1 5条から第 1 5条の 3まで」

とする。  

17 法附則第 15条第 1項、第 13項、第 18項

から第 22項まで、第 24項、第 25項、第 29

項、第 33項、第 37項から第 39項まで、第

42項から第 44項まで、第 47項若しくは第

4 8項、第 1 5条の 2第 2項又は第 15条の 3の

規定の適用がある各年度分の都市計画税

に限り、第 2条第 2項中「又は第 33項」と

あるのは「若しくは第 33項又は附則第 15

条から第 15条の 3まで」とする。  

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地
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等に対して課する平成 30年度から平成 32

年 度 ま で の 各 年 度 分 の 都 市 計 画 税 の 特

例 ) 

等に対して課する平成 3 0年度から令和 2

年 度 ま で の 各 年 度 分 の 都 市 計 画 税 の 特

例 ) 

19  地方税法等の一部を改正する法律 (平

成 2 7年法律第 2号 )附則第 2 2条第 1項の規

定に基づき、平成 30年度から平成 32年度

ま で の 各 年 度 分 の 都 市 計 画 税 に つ い て

は、法附則第 2 5条の 3の規定を適用しな

いこととする。  

18  地方税法等の一部を改正する法律 (平

成 2 7年法律第 2号 )附則第 2 2条第 1項の規

定に基づき、平成 3 0年度から令和 2年度

ま で の 各 年 度 分 の 都 市 計 画 税 に つ い て

は、法附則第 2 5条の 3の規定を適用しな

いこととする。  

  

（桶川市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）  

第３条  桶川市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年桶川市条例

第３号）の一部を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する    

改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。  

(2) 次の表中、改正前の欄の太線で囲まれた部分をそれに対応する

改正後の欄の太線で囲まれた部分に改める。  

改正前  改正後  

第 5条  略  第 5条  略  

改正前  改正後  

(個人の市民税の非  

課税の範囲 ) 

(個人の市民税の非  

課税の範囲 ) 

第 27条  略  第 27条  略  

(2)  障 害 者 、 未 成

年者、寡婦又は寡

夫 (こ れ ら の 者 の

前年の合計所得金

額 が 125万 円 を 超

え る 場 合 を 除

く。 ) 

(2)  障 害 者 、 未 成

年者、寡婦又は寡

夫又は単身児童扶

養 者 (こ れ ら の 者

の前年の合計所得

金 額 が 125万 円 を

超 え る 場 合 を 除

く。 ) 
 

改正前  改正後  

(個人の市民税の非  

課税の範囲 ) 

(個人の市民税の非  

課税の範囲 ) 

第 27条  略  第 27条  略  

(2)  障 害 者 、 未 成

年者、寡婦又は寡

夫又は単身児童扶

養 者 (こ れ ら の 者

の前年の合計所得

金 額 が 125万 円 を

超 え る 場 合 を 除

く。 ) 

(2)  障 害 者 、 未 成

年 者 、 寡 婦 又 は 寡

夫 ( こ れ ら の 者 の

前 年 の 合 計 所 得 金

額 が 125 万 円 を 超

え る 場 合 を 除

く。 ) 

 

  附  則    附  則   

 (施行期日 )  (施行期日 ) 

第 1条  略  第 1条  略  

(3) 第 5条中桶川市税条例第 27条の改正 (3) 削除  
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及び附則第 4条の規定  令和 3年 1月 1日   

(4) 第 5条 (前号に掲げる改正規定を除

く。 )及び附則第 5条の規定  令和 3年 4

月 1日  

(4) 第 5条及び附則第 5条の規定  令和 3 

年 4月 1日  

 

第 3条  附則第 1条第 3号に掲げる規定によ

る改正後の桶川市税条例第 27条第 1項 (第

2号に係る部分に限る。 )の規定は、令和

3年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、令和 2年度分までの個人の

市 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る。  

第 3条  削除  

  

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（市民税に関する経過措置）  

第２条  別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の桶川

市税条例（以下「新市税条例」という。）の規定中個人の市民税に関す

る部分は、令和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令

和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。  

２  新市税条例第３８条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日

（次項において「施行日」という。）以後に支払を受けるべき同項に規

定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書につ

いて適用する。  

３  新市税条例第３８条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受

けるべき所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第

２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新

市税条例第３８条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。  

（固定資産税に関する経過措置）  
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第３条  別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に

関する部分は、令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、

令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。  

２  新市税条例第５８条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定

資産税について適用し、令和２年度分までの固定資産税については、な

お従前の例による。  

３  平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定に

よる改正前の地方税法（以下「旧法」という。）附則第１５条第２項に

規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前

の例による。  

４  平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得さ

れた旧法附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電

設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。  

５  平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得さ

れた旧法附則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課

する固定資産税については、なお従前の例による。  

（都市計画税に関する経過措置）  

第４条  別段の定めがあるものを除き、第２条の規定による改正後の桶川

市都市計画税条例（第３項において「新都市計画税条例」という。）の

規定は、令和２年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元

年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。  

２  平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得さ

れた地方税法等の一部を改正する法律第１条の規定による旧法附則第１

５条第４０項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、な

お従前の例による。  

３  この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
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（令和２年法律第   号）の施行の日の前日までの間における新都市計

画税条例附則第１７項の規定の適用については、同項中「、第４７項若

しくは第４８項」とあるのは、「若しくは第４７項」とする。  


